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１．はじめに 

 

平成２３年４月７日に宮城県沖で発生した地震により、東北電力株式会社供

給エリア内において広域にわたる停電が発生した。また、この停電に伴い、同

社東通原子力発電所及び日本原燃株式会社六ヶ所再処理事業所において、一時

的に外部電源の喪失が発生した。 

当該広域にわたる停電は、地震発生に伴い、送電線他が短絡又は地絡する事

故がほぼ同時に多数発生した際に、一箇所の２７万ボルト送電線の保護装置が

動作しなかったことが主な原因の一つとされている。同保護装置は、事故電流

の遮断機能が失われていたにもかかわらず、その状況を示す表示が機能してい

なかったため、遮断機能が失われていたことを感知できず、同保護装置の遮断

機能を復旧させることができなかった。そのため、周辺の複数送電線他の保護

装置の動作により、周辺の複数送電線他が遮断された。 

本書は、かかる事象と同様の原因による広域にわたる停電が発生することを

未然に防止するため、平成２３年５月１７日に経済産業省原子力安全・保安院

より受領した指示文書「変電所等における送電線の保護装置に係る点検等につ

いて」（平成 23･05･16 原院第４号）に基づき、保護装置に係る点検等に関する

対応について報告するものである。 

 

２．指示内容の概要 

 

（１）基幹系統を構成する送電線並びに原子力発電所及び再処理施設に接続する

送電線に接続する変電所及び開閉所における保護装置を対象として、事故

電流の遮断機能が失われているにもかかわらず、当該保護装置の状況を示

す表示が機能しないという状態（以下、「非表示状態」という）が発生する

可能性の有無について調査し、非表示状態が発生する可能性がある場合に

ついては、平成２３年６月８日までに当該保護装置の異常を示すための機

能を正常な状態にすること。さらに、当該保護装置については正常な状態

であることを定期的に確認し、非表示状態の発生を未然に防止すること。 

 

（２）（１）の調査において、非表示状態が発生する可能性があると判明した保護

装置について、非表示状態が発生しないよう恒久的な措置を実施すること。

また、恒久的な措置に関する実施計画を平成２３年６月８日までに策定す

ること。 
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３．当社における保護装置の調査について 

 

（１）調査対象設備 

当社の基幹系統を構成する送電線は、５００ｋＶ及び２７５ｋＶの電圧階

級からなる。また、原子力発電所及び再処理施設に接続する送電線としては、

５００ｋＶ及び２７５ｋＶの送電線の他に、１５４ｋＶ及び６６ｋＶ送電線

が存在する。調査は、送電線の保護装置に加え、系統を構成する母線及び変

圧器の保護装置も対象とした。対象装置については保護対象毎に整理して、

当社の変電所及び開閉所に設置されている、当該保護装置の調査を実施した。

（表１） 

 

表１ 調査対象設備の保護対象と対象数 

No 保護対象 対象数 

① ５００ｋＶ及び２７５ｋＶの送電線 
２７８ 

（２４）

② ５００ｋＶ及び２７５ｋＶの母線 
１７４ 

（６） 

③ ５００ｋＶ及び２７５ｋＶを一次側にもつ変圧器 
３０８ 

（４） 

④ 
原子力発電所等に接続する１５４ｋＶ送電線に接続する

変電所の母線 
１ 

⑤ ④に接続する１５４ｋＶ送電線及び６６ｋＶ送電線（注） １２ 

⑥ ④に接続する１５４ｋＶを一次側にもつ変圧器 ４ 

合 計 ７７７ 

（ ）内は原子力発電所に接続する送電線及び、これに接続する変電所母線、

変圧器の設備数（再掲） 

（注）原子力発電所等に接続する６６ｋＶ送電線には変電所の５００ｋＶ変

圧器に接続されているものがあることからこれを含める。 
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（２）調査方法 

調査対象設備の保護装置の関連図面（標準規格、展開接続図）を用いて、以

下のフローにより「非表示状態」が発生する可能性の有無を調査した。 

 

 

［用語の解説］ 

 標準規格 ：保護装置共通あるいは種別毎に当社が定める仕様（構造、機能、

性能）を明記したもの 

展開接続図：各保護装置の内部回路（入力回路、出力回路、表示回路）を記

載した図面 

保護装置の関連図面（標準規格、展開接続図）により、

非表示状態となる可能性の有無について調査を行う。  

遮断機能が喪失していることを

表示している（標準規格で確認）

遮断機能が失われる仕様である※  

（標準規格で確認）  

Yes 

Yes 

「非表示状態」発生の可能性有り

遮断機能が喪失していることの表示

が常に一致する（展開接続図で確認）

No 

No 

No 

Yes 

図１ 調査方法フローチャート  

「非表示状態」発生の可能性無し

※装置異常時に自動ロックする

機能を有しているということ  
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（３）非表示状態が発生する可能性の有無に関する調査結果 

  調査対象設備における保護装置を確認した結果、表２に示すとおり、非表示

状態が発生する可能性のある装置が無いことを確認した。 

 

表２ 非表示状態が発生する可能性の有無 

当該保護装置にお

ける「非表示状態」

発生の可能性 
No 保護対象 対象数 

無し 有り 

① ５００ｋＶ及び２７５ｋＶの送電線 
２７８ 

（２４）

２７８ 

（２４） 

０ 

（０） 

② ５００ｋＶ及び２７５ｋＶの母線 
１７４ 

（６） 

１７４ 

（６） 

０ 

（０） 

③ 
５００ｋＶ及び２７５ｋＶを一次側に

もつ変圧器 

３０８ 

（４） 

３０８ 

（４） 

０ 

（０） 

④ 
原子力発電所等に接続する１５４ｋＶ

送電線に接続する変電所の母線 
１ １ ０ 

⑤ 
④に接続する１５４ｋＶ送電線及び 

６６ｋＶ送電線（注） 
１２ １２ ０ 

⑥ 
④に接続する１５４ｋＶを一次側にも

つ変圧器 
４ ４ ０ 

合 計 ７７７ ７７７ ０ 

（ ）内は原子力発電所に接続する送電線及び、これに接続する変電所母線、

変圧器の設備数（再掲） 

（注）原子力発電所等に接続する６６ｋＶ送電線には変電所の５００ｋＶ変

圧器に接続されているものがあることからこれを含める。 

 

以 上 


